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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次
第56期

第１四半期
累計期間

第57期
第１四半期
累計期間

第56期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (千円) 2,637,077 2,192,891 10,422,727

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) 47,348 △33,653 76,548

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 48,758 △20,135 60,612

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,160,418 2,160,418 2,160,418

発行済株式総数 (千株) 11,912 11,912 11,912

純資産額 (千円) 8,904,238 8,798,981 8,754,457

総資産額 (千円) 11,441,131 11,020,461 11,052,802

１株当たり四半期(当
期)純利益
又は１株当たり四半期
純損失(△)

(円) 4.73 △1.95 5.88

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 12.00

自己資本比率 (％) 77.8 79.8 79.2

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間における、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリ

スクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日において当社が判断したものであります。

（1）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間における当社の経営成績は、売上高につきましては、主力製品である新設戸建住宅用建材

及びリフォーム用住宅建材は、当社を取り巻く環境の変化が大きいなか、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響

を大きく受け低調に推移し、前年同期を大きく下回る結果となりました。また、収益におきましても、総費用の削

減並びに生産性の改善に継続して取り組んでまいりましたが、売上高の大幅な減少による影響を補うことはできず、

前年同期を下回る結果となりました。

　その結果、売上高につきましては、21億９千２百万円（前年同期は26億３千７百万円, 16.8％減）となりまし

た。

　利益面につきましては、営業損失で９千２百万円（前年同期は営業利益１千２百万円）、経常損失で３千３百万

円（前年同期は経常利益４千７百万円）、四半期純損失は２千万円（前年同期は四半期純利益４千８百万円）とな

りました。

資産合計は、前事業年度末に比べて３千２百万円減少し、110億２千万円となりました。

　これは、主に市場価格が前事業年度末に比べ上昇したことにより投資有価証券及び関係会社株式の評価が合わせ

て１億８千２百万円増加したこと、受取手形（電子記録債権を含む）及び売掛金が２億５千万円減少したこと等に

よるものであります。

　負債合計は、前事業年度末に比べて７千６百万円減少し、22億２千１百万円となりました。

　これは、主に支払手形及び買掛金が１億４百万円減少したこと等によるものであります。

　純資産合計は、前事業年度末に比べて４千４百万円増加し、87億９千８百万円となりました。

　これは、主にその他有価証券評価差額金が１億２千６百万円増加したこと、利益剰余金が８千１百万円減少した

こと等によるものであります。

（2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

（3）研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費は３千２百万円であります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 37,000,000

計 37,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年８月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,912,515 11,912,515
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数 100株

計 11,912,515 11,912,515 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　 該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年６月30日 ― 11,912,515 ― 2,160,418 ― 2,233,785

(5) 【大株主の状況】

　 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 1,607,500
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

102,890 ―
10,289,000

単元未満株式 普通株式 16,015 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 11,912,515 ― ―

総株主の議決権 ― 102,890 ―

(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株（議決権５個）含まれ

ております。

② 【自己株式等】

2020年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
アルメタックス株式会社

大阪市北区
大淀中１-１-30

1,607,500 ― 1,607,500 13.49

計 ― 1,607,500 ― 1,607,500 13.49

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2020年４月１日から2020年６月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責

任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,409,217 1,366,428

受取手形及び売掛金 1,106,588 1,101,563

電子記録債権 2,267,916 2,022,439

商品及び製品 146,038 147,452

仕掛品 14,697 11,575

原材料及び貯蔵品 551,155 540,323

その他 141,005 192,728

貸倒引当金 △2,868 △2,655

流動資産合計 5,633,751 5,379,857

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 873,441 854,562

土地 1,494,351 1,494,351

その他（純額） 606,849 669,934

有形固定資産合計 2,974,641 3,018,848

無形固定資産 128,389 124,218

投資その他の資産

投資有価証券 1,218,968 1,254,161

関係会社株式 978,921 1,125,937

その他 126,278 125,586

貸倒引当金 △8,148 △8,148

投資その他の資産合計 2,316,019 2,497,537

固定資産合計 5,419,050 5,640,604

資産合計 11,052,802 11,020,461

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,226,700 1,122,473

未払法人税等 38,497 10,720

賞与引当金 160,018 96,443

製品保証引当金 10,241 9,794

その他 380,690 460,278

流動負債合計 1,816,147 1,699,711

固定負債

退職給付引当金 169,447 171,500

その他 312,750 350,268

固定負債合計 482,198 521,769

負債合計 2,298,345 2,221,480
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,160,418 2,160,418

資本剰余金 2,584,575 2,584,575

利益剰余金 3,773,174 3,691,209

自己株式 △399,158 △399,180

株主資本合計 8,119,011 8,037,022

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 715,269 841,781

土地再評価差額金 △79,822 △79,822

評価・換算差額等合計 635,446 761,958

純資産合計 8,754,457 8,798,981

負債純資産合計 11,052,802 11,020,461
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 2,637,077 2,192,891

売上原価 2,169,415 1,855,739

売上総利益 467,662 337,151

販売費及び一般管理費 455,139 429,967

営業利益又は営業損失（△） 12,522 △92,815

営業外収益

受取利息 38 16

受取配当金 32,535 32,865

仕入割引 1,688 2,057

助成金収入 - ※1 23,884

その他 1,290 882

営業外収益合計 35,553 59,706

営業外費用

売上割引 273 295

その他 454 248

営業外費用合計 727 544

経常利益又は経常損失（△） 47,348 △33,653

特別利益

投資有価証券売却益 26,102 -

特別利益合計 26,102 -

特別損失

固定資産売却損 0 -

特別損失合計 0 -

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 73,449 △33,653

法人税、住民税及び事業税 27,800 4,660

法人税等調整額 △3,108 △18,178

法人税等合計 24,691 △13,518

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48,758 △20,135
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

(追加情報)

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見

積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や終息時期等を含め、固定資産の減損や繰延税金資

産の回収可能性の評価等の会計上の見積りに用いた仮定について重要な変更はありません。

(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。

(四半期損益計算書関係)

※１ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金等の特例措置の適用を受けたものであります。当該支

給見込額を助成金収入として営業外収益に計上しております。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

減価償却費 74,625千円 69,980千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１ 配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月18日
定時株主総会

普通株式 61,831 ６ 2019年３月31日 2019年６月19日 利益剰余金

(2) 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

２ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第１四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１ 配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 61,830 ６ 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

(2) 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

２ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年６月30日)

セグメント情報については、住宅建材部門の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当第１四半期累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年６月30日)

セグメント情報については、住宅建材部門の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

１株当たり四半期純利益 4.73円 １株当たり四半期純損失(△) △1.95円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

48,758 △20,135

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)(千円)

48,758 △20,135

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,305 10,304

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
式について前事業年度末からの重要な変動がある
場合の概要

潜在株式はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年８月６日

アルメタックス株式会社

取締役会 御中

有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 目 細 実 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 安 田 秀 樹 印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアルメタックス株

式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第57期事業年度の第1四半期会計期間（2020年4月1日から2020年6月30日

まで）及び第1四半期累計期間（2020年4月1日から2020年6月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借

対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アルメタックス株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施
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される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

決算短信（宝印刷） 2020年08月07日 11時10分 21ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年８月７日

【会社名】 アルメタックス株式会社

【英訳名】 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 村 治 俊 哉

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中１丁目１番30号

【縦覧に供する場所】 アルメタックス株式会社 東京支店

　(東京都新宿区西新宿８丁目14番24号 西新宿KFビル)

株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 社長執行役員村治俊哉は、当社の第57期第１四半期（自 2020年４月１日 至 2020年６月

30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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